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総括 

 

 

1992年の廃棄物に関する法律制定後、最終処分場への廃棄軽減と、ごみの分別、資源

再利用、エネルギー活用に向けた努力が払われてきた。こうした努力により、総じて、

廃棄物処理状況が改善され、それに伴い環境に対する影響が軽減された。 

 

しかし、家庭、手工業従事者、商業従事者、企業、農業従事者、公共団体などのいず

れが排出したごみであっても、また、それが危険物であってもなくても、廃棄物処理

は常に事態を左右する大きなカギとなる。環境や衛生に対する廃棄物処理の影響はさ

らに軽減しなければならず、原材料資源・エネルギー資源保護と温室効果防止という

最優先事項の一環として対策を講じるべきである。また、その経済的影響についても

抑制しなければならない。 

 

これに対処するには、ごみ削減、再利用、資源再利用、活用、最終処分といった処理

方法に優先順位をつけ、強く政策を推し進めていくことが必要である。それはつまり、

第一に、廃棄物排出削減策を優先し、そののち、廃棄物に含まれる原材料資源（資材、

有機素材）の再利用策、資源再利用策を講じるということである。こうした対処策を

講じることにより、最終処分に処される廃棄物量は制限されるであろう。 

 

廃棄物処理全体をこうした優先事項に基づいて進めていくよう方向転換するには、政

策の強化が必要である。そして、そうした政策は、優先的に実行すべき施策と、その

施策に合致した一連の新しい取り組みの目標設定により、具体化せねばならない。優

先して実行すべき方策は、この総括の中で提示されているが、すべてが全員からの賛

成を得たわけではない。利用できるデータの信頼性が低いため、実行目標のレベル設

定は微妙な問題であるが、施策実施とその後の実績管理にあたり、めやすとして役立

つであろう。 

 

また、エコ・コンセプションの発展と、循環型経済やサービス型経済に関するイニシ

アティブ出現は、大きな原動力となるかもしれない。なお、この件は、環境グルネル

会議の第六グループによって別に取り上げられている。 

 

 

A）一般市民、企業、地方公共団体、国が、ごみ削減および資源再利用に努めるよう

奨励する 

 

1. プライスシグナルによる奨励策 
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市町村レベルの廃棄物について、グループが提案するのは、地方公共団体が、ごみ処

理公共サービスの財源とするため適切な額を、変動制料金システム（たとえば、ごみ

収集に出される資源化できないごみの量に応じて料金が高くなる設定にすれば奨励

策となる）にて最低額を負担してもらう仕組みを段階的に導入していくことである。 

家庭ごみ処理を奨励策として有料化する方法は、REOM（家庭ごみ収集料）あるいは、

TEOM（家庭ごみ収集税）を固定負担分と変動負担分の両方からなるよう適応させた

ものをベースとすることができるだろう。奨励策として導入することには義務的性格

を伴うが、フランス市町村長協会や地方公共団体・職業討論団体は、この施策の義務

的な点について非常に慎重である。ちなみにフランス市町村長協会は、奨励策として

の料金請求を導入するなら、使用者に負担が委譲されるのを防ぐため、同時に拡大生

産者責任を拡充する必要があるとしている。 

 

なお、手工業従事者と商業従事者向けの特別収集料は、職業同盟や商業会議所が関連

事業者の意識向上を図ることにより、実際に制定されるだろう。また、廃棄物を自社

で処理している企業については、自動的に税や収集料の支払いが免除されることとな

るだろう。 

 

奨励策としての有料化導入を図るなら、監視、罰則、市長監督権を強化せねばならな

いだろう。 

 

グループは、奨励策としての有料化を伴うごみ削減のための地方計画の重要性を強調

した。この有料化は広い意味でのごみ削減の手段である。地球のための同盟団体に属

するアソシエーションは、この地方政策を義務化するよう提案している。こうしたご

み削減計画のための予算は、地方公共団体のごみ収集予算やごみ処理事業の予算から

捻出する一方で、（その予算とバランスの取れる形で）拡大生産者責任施策、または

汚染業者総合税からも捻出ができるだろうが、この財政施策は全体の合意を得られて

はいない。 

 

ごみ排出の大きな要因となる製品（とくに使い捨て製品）の使用を抑制するためには、

その製品と同じ機能を持った環境と健康に配慮した代替品が存在するのなら、プライ

スシグナルの導入（たとえば、特定製品群のエコ・コンセプションに充てるための税

制制定など）が手段として講じられるであろう。ただしそれには生産者責任の仕組み

が別に設立され、補完しあうことが条件である。FNEフランス自然環境は、そうした

製品は広い意味で拡大生産者責任施策の範囲に組み込むべきであるとしている。 
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また、製品寿命を延ばすため、それが適当であるとされる場合には、フランスは、修

理サービスについての付加価値税率引き下げ策導入をヨーロッパレベルで提案する

であろう。 

 

処理方法の優先順位や処理施設の環境・エネルギー効率を考慮すれば、廃棄物埋め立

てにかかる間接税の引き上げ、焼却ごみにかかる間接税の制定によって、ごみ削減策

や資源再利用が大いに奨励されるであろう。そして、ごみ削減策あるいは優先順位が

高いと判断される廃棄物処理方法に対する援助や、公共政策全体の見直しをすること

によって、この税制による経費増大を補う方法が見つかれば、この施策は全体の合意

を得られるであろう。 

 

2. 容器包装に関する特殊なケース 

 

生産者責任を拡大することで、容器包装の量を減らすよう梱包業者にも促さねばなら

ない。生産過程で現在適用されている計算表は、製品により、見直して数値を上げね

ばならない。これはごみ削減が目的であるとともに、市場に出回る容器包装の量を制

限するよう企業を促すためでもあり、また、ごみ収集、資源再利用、廃棄物処理にど

のくらい費用がかかるのかをより理解するためでもある。この件は、産業界、流通業

界の同意のもと変更されるべきであろう。ごみ収集、資源再利用、処理に関わる費用

の100パーセントを生産者の負担とするという目標には全体の合意が得られていない。

雇用者団体は、この施策がエコ・オーガニズム内で議論されることを願っている。 

 

家庭外で一般市民が消費する容器包装についても「ポワン・ヴェール」1による負担

金制を拡大すれば、それに関わる場所（駅、高速道路など）での選別ごみ回収が促進

され、したがってそうした場所でもごみを分別して捨てる動きも広まるであろう。 

 

最後に、リサイクル包装材の量をさらに高めていく必要がある。そのためには、分別

ツールと分別要領を統一し、リサイクル可能素材であることが一目でわかるよう的確

な表示をしなければならない。こうして、情報キャンペーンや全国規模での広報がで

きるようになるだろうし、製品に適合した表示がされるように促されるであろう。地

方公共団体の自治という方針に反し、法制による施策が必要になるとして、フランス

市町村長協会はこの施策に反対を表明している。「フランス自然環境」もこの施策に

は慎重である。 

 

3. 建設・公共事業部門の廃棄物 

                                                 

1製造業者は、包装廃棄物の回収、再生利用についてエコ・アンバラージュと委託契約を締結。エコ・アンバラー

ジュと委託契約を結んだ企業は、ポワンベールを対象商品に貼り付け販売する。この製造業者が支払うポワンベ

ール使用料が自治体が行う家庭ごみの収集・分別作業費用の助成金の資金となる。 
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建設・公共事業部門では、技術的・法的な施策を整備し、リサイクル建材の使用量を

増やさねばならないし、危険物質量を減らした解体しやすい建築物の建設を促さねば

ならない。また、資材活用ができるよう分別解体を奨励していかねばならない。リサ

イクル建材を使用しやすくするための、資材基準作りについては、業界全体の努力が

期待される。 

 

廃棄物活用にあたり、使用されている建材の特徴を記し、廃棄物の分別・資源再利用・

処理の方法を具体的に述べた解体現場の事前分析が、最低でも解体許可の段階で行わ

れるよう義務化されるであろう。 

 

建築、改修、公共事業の作業でも、契約書類により、同様の手段が適用されることが

望ましい。 

 

これに並行して、建設・公共事業業界での廃棄物排出抑制、資源再利用を奨励するよ

うな経済的手段が協議ののち制定されるであろう。ここでいう、資源再利用とは建築

段階（使用可能であれば、リサイクル建材使用をすすめること）、解体時（分別解体、

排出された廃棄物の分別、的確なリサイクル業者への搬入）の両方である。これは奨

励策として段階的に進めて行かなくてはならない。この手段の明確な規定については、

別の作業グループを設けて議論されるであろう。 

 

まとめとして、建設・公共事業業界の廃棄物処理政策を義務化し、また拘束力のある

ものとしなければならないであろう。それは特に資源再利用や廃棄物処理のための施

設を近隣に設置しやすくするためである。この政策については、現行のものをベース

としつつ、全体会議の場で関係者とともに作成されるであろう。 

 

4.  拡大生産者責任（REP）の基本方針を実行する仕組みの拡充 

 

一部のグループメンバーは、ごみ削減策・財政対策を目的に、一般市民のごみ処理費

用全額を、拡大生産者責任の一環として自動的に生産者に（ということは一部を消費

者に）転嫁するよう提案している。他のメンバーは、これらの施策の根拠となるとし

て、関係者たちに責任感を植えつけるためのプロセスのほうが重要だとしている。 

 

しかしながら、拡大生産者責任にもとづいた、資源再利用・処理・最終処分の仕組み

は、量や危険性の点で適当とされる際には、新しい廃棄物にも適用されなければなら

ないとされている。自己治療によって個人が排出する感染性医療廃棄物のための拡大

生産者責任の仕組みは、関係者との協議により、2008年にも設置されるであろう。 
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放射性危険廃棄物に関しては、生産者が分別収集と処理の仕組みを発展させねばなら

ない。この基本方針には合意が得られたものの、拡大生産者責任や他のタイプでの施

策における、最終利用者と関係製品の適用範囲は、協議により正確に定められねばな

らない。この意向に沿った実践的な検討がすぐに始まるであろう。 

 

拡大生産者責任の仕組みの監督について、グループが提案するのは、監督・勧告・仲

裁にあたる機関の新設で、この機関は、既存の組織と矛盾しない形で、関係者全体を

集めるもの2とする。 

 

 

B) 廃棄物の活用と処理に改善をもたらす 

 

1. 有機廃棄物 

 

現在バイオ処理により活用されている家庭ごみの量は6パーセントにとどまっている。

最優先課題は、つまり、処理量を上げることである。それには、量が多く性質が一定

しているごみの宝庫（集中給食センター、市場など）の活用を勧告や援助によって奨

励すること、家庭コンポストに関する全国規模の政策により実行されている施策を強

化すること、都市圏での有機廃棄物の分別収集を広めることが必要である。 

 

農業界での活用を進めるには、衛生・環境の観点から見て、施設に投じられる有機廃

棄物も、コンポストとして処理されたものも、品質の良いものでなければならない。

また、このような活用には、処理物利用施設の確保が不可欠のように思われる。 

 

そのためには、国・公共団体・農業従事者・食品加工業者間の確固とした契約が、交

渉の後に制定されるであろう。一方、農業経営者組合全国同盟は、このような手段よ

りも、地方レベルで技術担当者・地方公共団体・農業従事者・食品加工業者の間で信

頼関係が結ばれるよう、国が強いイニシアティブを取ることを望んでいる。 

 

また、発酵によるメタン生成は、有機廃棄物活用とエネルギー活用を同時に実現でき

るもので、的確な援助及び規制を施して奨励されるであろう。 

 

2. 焼却・埋め立てによる廃棄物処分量を削減する 

 

                                                 

2 グルネル会議のグループをモデルとする 
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フランスの廃棄物処理政策における焼却処理の位置づけは、長く議論され、いまだに

様々な意見がある。しかし、焼却量と埋め立て量を段階的に削減するという基本方針

は了承された。 

 

大多数のアソシエーションの主張によれば、焼却処理削減を具体化するには、まず焼

却施設新設案を中止させねばならない。この立場を裏付ける主な理由は以下の通りで

ある。ごみ削減・資源再利用策に逆行すること、費用が高いこと、透明性や協議に欠

けること、影響が不明であること、エネルギー活用がまったく不十分であること、で

ある。 

 

雇用者団体、議員団体、地方公共団体はこの提案に合意せず、大量の廃棄物埋め立て

と地方の埋め立て場所不足を避けるために、ごみ焼却は欠かせないとしている。また、

法規制、管理、的確な協議が行われれば、廃棄物のエネルギー活用という点から価値

ある手段であるとしている。そして、ごみ削減策・資源再利用を考慮に入れ、実際の

必要性に見合った計画を立てた上で、焼却施設の規模を決定しなければならないとし

ている。 

 

廃棄物最終処分場への転嫁の危険性が－この方法は廃棄物の種類や状況によっては

不適格な処理法であるため－複数のメンバーから指摘された。 

 

既存の施設については、エネルギー活用効率を改善し、焼却設備の監視をさらに強化

しなければならない。地球のための同盟団体に属するアソシエーションは、混合焼却

施設の排出物についても同様の規制が必要だと判断している。また、新しい契約締結

や契約更新の際、最低搬入トン数についての条項は削除しなければならない。この点

について、公共団体と運営者の間で交渉をしなおさねばならない。 

 

総じて、既存の施設はどんなものでもすべて（焼却、埋め立てのみならず、資源再利

用化施設も）さらなる状況改善の推進計画に組み込まれなければならないであろう。

新設される施設は、ごみ削減策・資源再利用の目標に応じて決められた必要性により、

規模が決定されねばならないし、また、施設の新設・運営については、さらに協議と

広報を進めねばならない。廃棄物最終処分場については、他国の例にあるように、一

定カテゴリーの廃棄物、特に資源再利用可能な廃棄物の埋め立てを段階的に禁じる可

能性が検討されるであろう。 

 

3. 特定の廃棄物の処理を改善する 
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従来の評価検討をもとに、溶解スラグに関する規制もすぐに見直しを図らねばならな

いであろう。地球のための同盟団体に属するアソシエーションは、1994年の通達を廃

止して、もっと拘束力のある法的に強い条文を制定するよう要求している。 

 

関連企業とアソシエーションを含む処理済木材についての作業グループが、2008年初

頭に設置され、処理済木材の再利用と処理の現状を再検討するであろう。 

 

現行の川底や海底堆積物の処理方法も再検討の対象としなければならないであろう。

「予知可能な」災害についての災害後の廃棄物処理、中でも植物系廃棄物については、

廃棄物処分についての県政策に組み入れられるであろう。 

 

また、製品寿命を過ぎた船舶と飛行機の解体組織をフランス国内に設置すれば、新規

雇用が促進され、処理の質が保証されるようになるであろう。 

 

最後に、河川・港湾・沿岸地方や海洋に浮遊・漂着する大きなごみを減らすための総

合的な政策が決定されるであろう。 

 

 

C) 廃棄物処理に関する水平的施策 

 

1. 監視・評価・研究 

 

ごみ排出量とその処理費用に関する情報は、不十分で偏りがある。これらの情報を正

確なものにし、さらに広めることは、優先的に行うべき事項である。それには、地方

レベルでの監視を一律な方法で行いつつ発展させること、国レベルでの監視方法の効

率を上げること、欧州レベルでの評価の定義と手法を共通のものにすることが必要で

ある。 

 

廃棄物処理方法の環境・衛生への影響評価は優先事項であり、この分野での作業はさ

らに強化されねばならない。資材活用・最終処理などの施設、および資材活用手順ま

たは仕組みといったものが評価の対象となるだろう。この評価により、もっとも適し

た処理方法を選択したり、選択した処理方法（収集から処分まで）の与える影響を抑

制したり、新しい方法案の問題点把握をしたりできるようになるであろう。 

 

廃棄物処理政策・施策を社会経済的に評価することも進めて行かねばならない。 

 

また、もっと大胆な研究政策を決定し、先に記した評価を行うに必要な研究や、とく

に革新的技術の開発に援助をしなければならない。 
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2. 行動計画 

 

全国・欧州規模の政策をうまく地方に展開するため、実施策に関しても到達目標に関

しても、廃棄物処理に関する行動計画の役割を強めなければならない。 

 

まず、政策の適用範囲を正確に定めなおさねばならない（建設・公共工事業界の廃棄

物、危険でない廃棄物など）。政策実施の管理方法も、殊に施設建設計画については、

地方監視局の監視強化や進捗管理委員会の役割の増幅により、拡充されねばならない。 

 

計画作成にあたっては、関連公共団体全体と一般市民との協議が果たす役割を強めて、

ごみ削減と資源再利用にかかっているものを理解してもらい、将来の計画が受け入れ

られるようにしなければならない。 

 

3. 広報と意識向上策（一般市民と企業） 

 

一般市民と企業に対し、ごみ削減とごみ処理についての広報や意識向上を図ることは、

我々グループにとって最重要策と思われる。 

 

ごみ削減の領域で結果を出すには、意識向上が不可欠である。 

 

そのため、ごみ削減についての全国規模の広報キャンペーンが催されるであろう。ま

た、「ごみ分別大使」活動が強化され、ごみ削減にまで広げられるであろう。 

 

企業、とくに中小企業には、ごみ削減とリサイクル活動に関し、フォローが必要であ

る。そのため、企業が決断をする際のフォローや援助のための施策が強化されるであ

ろう。産業分野ごとのガイドラインを作成・配布し、各産業分野の行動計画を作成し

なければならないだろう。 

 

リサイクル業界の労働力は、需要がさらに高まるので（建設・公共事業業界などから）、

評価を上げ、専門職化していかねばならない。 

 

 

D) 実行目標 

 

利用できるデータの信頼性が低く、施策の結果も不確定であるため、実行目標のレベ

ル設定は微妙な問題である。また、これらの目標は全体の合意を得ていない。 
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ごみ削減策について、厳密な意味での家庭ごみについては（公共当局によって回収さ

れる手工業従事者、商業従事者のごみについても同様）、国の団体は、今後5年間、

一年間に住民一人あたり5kgの削減を提案している。同じ期間について、一年間に住

民一人あたり1kgの容器包装ごみ削減も提案されている。 

 

資源再利用については、2004年、家庭ごみとその類3のうち、24パーセントが資源再

利用4に向けられた。グループ内では、それをふまえ、2015年にはその率を35から50

パーセントに引き上げる案が出された。地球のための同盟団体に属するアソシエーシ

ョンは、2015年までに家庭ごみの資源活用率を50パーセントとする目標を提案してい

る。公共団体は、資源再利用策の実施－殊に拡大生産者責任施策の拡充と環境エネル

ギー管理庁からの援助増加－を条件に、市町村レベルでのごみ5については、2012年

に40パーセント、2015年に48パーセントという目標を提案している。 

家庭から排出される容器包装ごみの資源再利用率を75パーセントに引き上げるとい

う目標に関しては、決定される施策によっては2012年までに到達できるであろう。 

 

企業6のごみ（建設・公共事業と農業を除く）については、2004年、その68パーセン

トが資源再利用にまわされた（建設・公共事業と農業を除く）。国の団体に属するメ

ンバーは、2012年までにその率を75パーセントに引き上げる目標を提案している。 

 

厳密な意味での家庭ごみのうち、埋め立て、焼却に処される量の削減目標は、2006年

国により定められ、2010年までに15パーセント、2015年までに30パーセントが削減目

標である（2006年9月の内閣声明による）。地球のための同盟団体に属するアソシエ

ーションは、現行43パーセントのごみ焼却率を今後2020年までに20パーセントとする

目標を提案している。一方、公共団体は、今後2015年までに、市町村レベルでの廃棄

物の焼却・埋め立ての率を50パーセントに抑制する目標を提案している。 

                                                 

3
 家庭などから出る粗大ごみと家庭からの植物性ごみ。 

4 最終的な実質資源再利用率は 19 パーセントである。 

5 脚注２のごみに加えて、道路・市場のごみ、泥、公共団体から出る植物性ごみ、溶解スラグを含む。 

6 従業員10人以上の企業。 
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序論 

1992年の廃棄物に関する法律制定後、最終処分場への廃棄軽減と、ごみの分別、資源

再利用、エネルギー源としての活用に向けた努力が払われてきた。こうした努力によ

り、総じて、廃棄物処理状況は改善され、それに伴い環境に対する影響が軽減された。 

 

しかしながら、持続的成長を目標とした場合、廃棄物排出と経済成長は切り離して考

えねばならないし、特に関連資源を節約しながら環境への影響を軽減していく必要が

ある。ということは、とりわけ、われわれの消費習慣を段階的に変えていく必要があ

るということである。 

 

1960年から2000年の間に、住民一人当たりの家庭ごみ排出量は倍増し、2004年には一

人あたり一年間に354kgとなった。家庭ごみ排出量は2002年以後やっと増加が停止し

た。 

 

全国の廃棄物処理費用（2005年のフランス環境研究所のレポート、環境経済による）

は2004年110億ユーロ以上に上り（汚水処理費用と同レベル）、これは環境保護にか

かわる全国支出の3分の1にあたる。また、過去15年間で、廃棄物処理費用は三倍に膨

らんだ。 

 

公共団体と家庭からでる廃棄物が年間4200万トン、産業界の排出するごみが9000万ト

ン年間に対し、建設・公共事業からのごみは3億4000万トンに上る。農業ごみは主に

飼育排水（1億5000万トン）であるがこれは主に土壌に還るものである。 

 

原材料・エネルギー資源利用に関して風当たりが強く、気候変動に対策を講じている

中（資源再利用とエネルギー活用は化石燃料節減と温室効果ガス発生抑制に有効）、

廃棄物の性質がなんであれ（由来、危険性など）、廃棄物は事態を左右する重要な鍵

を握っている。それに、廃棄物最終処分業界と処理施設の環境と健康に対する影響の

問題（一般市民と廃棄物処理業界従事者）は、頻繁に取り上げられているし、透明性

を高めた気風の中で、常に改善を続けるための研究対象となるべきである。 

 

ごみ問題はその全体に６つの関係者がかかわっている。それら関係者は互いに関連が

あり、寿命を迎える製品が環境や健康に与える影響を軽減するために様々な指導力を

発揮することができる。 

 

 ̧ まず企業は産業活動の中で排出されるごみとその将来に責任がある。ごみと

なる商品を生産するものとして、とくにごみ排出を抑えた製品や資源再利用の

しやすい製品の開発にあたることができる。さらに、「拡大生産者責任」の枠
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組みの中で、寿命を迎える製品の処理についても寄与できる。流通企業も製品

群を選ぶ中で、また、消費者へのメッセージを送るものとして大きな役割を果

たす。 

 

 ̧ 消費者である一般市民は、エコロジー評価の高い製品、特にごみ排出の尐な

い製品を選んで購入することができる。ごみの分別や家庭でのコンポスト作り

（有機性廃棄物について）を進め、長く使える設備についてはなるべく買い替

えを控え、中古品購入や修理などを進めることができる。 

 

 ̧ 地方公共団体、とくに市町村は、法律により、家庭ごみ処理の公共サービス

の責任を負う。歴史的には、公衆衛生の観点から生まれた責任である。地方公

共団体は収集方法、処理方法を決定するだけでなく、その費用負担方法も決定

する。費用分担の方法は、やり方によっては、道徳観念ある行為を奨励する方

法ともなりえる。地方公共団体は、自らが管理をする建造物の建設・解体につ

いて、あるいは高層住宅開発に介入して、資源再利用の発展にも寄与すること

ができる。 

 

 ̧ ごみ処理業従事者と資源再利用関連企業は、現行の法制に従って資源再利用

と廃棄物処理をすすめており、（全体、あるいは一部について）様々な税（汚

染事業総合税など）を支払っている。従業員は適正なごみ処理に貢献する。 

 

 ̧ 国は、法制・規制・税制により、廃棄物処理政策の大きな方向性を定め、そ

の政策実行を追跡調査し、実行者の管制を監督し、全国データを作成する。国

は、ほとんどの部分について、法規制施策遵守の監督に当たり、直接あるいは

他の関係公共機関を通じて意識向上・広報プログラムや技術的・財政的奨励プ

ログラムを実行に移すことができる。 

 

 ̧ 自然・環境保護団体は、その活動（意識向上策、デモンストレーション、協

議機関への参加）を通じて、廃棄物処理政策の推進に寄与する。 

 

廃棄物の分野で実効ある対処をするには、廃棄物処理の方法に優先順位をつけて、強

く政策を推し進めていくことが適切である。優先事項は重要度の高い順から以下の通

りである。 
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- 製品由来あるいは、産業過程でのごみを削減すること（排出量の点からも毒

性の点からも） 

- 製品の再利用 

- 廃棄物の資源再利用（資材、有機原料の資源再利用） 

- その他の活用方法（発酵によるメタン生成など） 

- 最終処分 

どの段階においても、それに携わる従業員・環境・一般市民に対する危険性を高めて

はならない。また、この優先順位が、廃棄物処理の基本方針としての、近隣での処理

優先という基本方針の維持をゆがめてはならない。 
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知識を高め改革を進める 

 

 

廃棄物処理にかかわる関係者は、廃棄物処理に必要な優先順位の決定とその実施、お

よび、法規制の実行などに関して、それぞれ責任の一部を負っている。 

 

こうした関係者は毎日のように、廃棄物処理方法について難しい選択を迫られている

にもかかわらず、全関係者が、多かれ尐なかれ、情報不足に直面している（環境・衛

生への影響評価、費用、手順の有効性、ごみ分別行為、実績指数など）。このことは、

一部公共団体や小規模企業にとってはごみ問題の根本を揺るがしかねない問題であ

る。 

 

グループのメンバーは、この分野においての知識を高め、より上手に分かち合うこと

の必要性について意見が一致した。廃棄物処理に関して的確な数値目標を定めるには、

廃棄物排出量と毒性についての知識と、社会経済的観点からの知識が特に必要である。 

 

この取り組みは、以下の施策に分けて遂行されるであろう。 

 

 ̧ 廃棄物処理量と費用についての知識を高める 

 

ごみ排出量に関するデータについては、その信用性・正確性、データソースの周期に

ついてばらつきが非常に大きい。特に欧州レベルでは、廃棄物の分類や最終処分方法

が一律に定義されていないため、正確な数値比較ができない。同様に、地方間の比較

も難しい。このような状況の中では、決定を下すにあたり、情報が十分とはいえない。 

 

こうした見地から、統一性のある地方監督機関を発展させれば、すでに行われている

廃棄物最終処分計画の実績指数の進捗管理を増強することが出来るであろう。この地

方監督機関については、現行監督機関をリストアップして、それをベースに発展させ

ていくべきである。これら地方監督機関は、全国規模での統一を図るため、全国共通

の方法に基づいていかねばならない。 

 

それに並行して、廃棄物関連の統計に欧州標準の適用を進めていくことが必要である。

特に、資源再利用や活用に共通の定義づけをすること、行動指針案枠以上に明確な細

分類を定義することが必要である。この点について、欧州連合委員長をフランスが務

めることは有利に働くかもしれない。並行して、ヨーロッパレベルで議論されている、
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廃棄物（廃棄物についてのヨーロッパ規制の適用）と製品（特にリーチ法の適用）の

境界線もまもなく明確にされるであろう。 

 

また、ごみ排出量についてのデータは、人類と環境への危険性に関する充分なデータ

を含んだものでなければならない。 

 

廃棄物処理政策の費用について、公共・私企業のレベルとも、もっと情報を流さねば

ならない。そのためには、協議の上で公共廃棄物処理について共通した会計方法を用

いること、廃棄物関連の付属予算をつけることが必要である。また、費用についての

情報は企業にとっての実施費用も含んだものでなければならない。 

 

まとめとして、日程表を添えた検討計画が、最優先課題として、諸々の関係者を集め

た多角的体制の中、2008年初頭に決定され、実行に移される。 

 

 ̧ 的確な法規制による指導をめざし、様々な廃棄物処理法・活用法の健康や環

境にあたえる影響の評価を増強する 

 

環境憲章では予防策を基本方針とするとあるので、公共機関が決断を下すにあたり十

分な情報を得るには、健康と環境に与える影響を継続して評価することが必要である。 

 

第一部では、現行の施設や手順の影響に関する知識拡充について取り上げる。実践さ

れている手順についての詳細な知識を得ることや、危険性とリスクの可能性の評価、

他国で行われた実験の評判、モデル作業の実績進捗調査などは、こうした施設や手順

の法規制による指導を定期的に修正するために、継続して行っていかねばならない。

こうすることにより、殊に、資源再利用・活用業界の新規進出や急速な発展に適合し

た規範的な法規制が制定できるであろう。そうして、資源再利用・活用業界は一般市

民やこの分野で働く人々の健康と環境を、高いレベルで保護することが出来るであろ

う。 

 

第二部では、特に、素材再利用の仕組みの評価について取り上げる。この業界にとっ

て、排出廃棄物の多くがすでに今日活用対象となっているが（道路整備技術、土地開

発、土壌回帰など）、影響への評価を再度体系的に行い、新しい評価に基づいた指導

を行わねばならないだろう。職業団体とNGO団体がこの段階に参加をするであろう。 

 

この再評価で一番の対象としなければならないのは溶解スラグで、その再評価に基づ

き、溶解スラグに対する規制の見直しをすぐにも行うべきである。地球のための同盟

団体に属するアソシエーションは、1994年の溶解スラグに関する通達を廃止して、も

っと拘束力ある法文、つまり法制の順位としてもっと高いものを制定するよう要求し
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ている。ほかに再評価されるべきものは、処理済木材、港湾・河川底にたまる堆積物、

下水処理工場の汚泥である。 

 

新しいタイプの廃棄物活用の仕組みが出てくることもあろう。その場合、これまでに

なかった手順を許可するため、新案提案者にもわかりやすいような認可プロセスを制

定するとともに、その廃棄物の活用が一般市民や従業員の健康と周囲の環境を害する

ものでないことを保証するのに必要な影響評価認可手続きを制定しなければならな

い。評価のレベルは、対象となる廃棄物の種類と活用方法に応じたものでなければな

らないだろう。「代替」燃料といわれるものについては、燃料価格が高騰する中魅力

的な解決策なので、優先的に取り上げられなければならないであろう。 

 

 ̧ 研究と革新を新たに推進する 

 

排出量、費用、環境への影響などについて、新たにどんな知識が必要であるかは、研

究・知識拡充のための行動計画と擦り合わせの上で、早い時期に決定せねばならない。 

 

以上に挙げた情報のほかに、再利用製品に必要な品質と、その引き受け先についても

検討しなければならないだろう。様々な製品が寿命を迎える際にかかる費用を知るこ

とは、様々な関係者が適切な経済手段を持ってその費用を組み込むために必要である。 

 

それと並行して、廃棄物分野での研究戦略を決定せねばならない。 

 

研究戦略の焦点となるのは以下の事項である。 

1.  廃棄物処理の環境・衛生への影響と社会経済的側面に関する研究への支援。 

2. エコ・コンセプション、資源再利用、資源再利用のための準備（埋め立て

処分されたごみの再活用の可能性検討を含む）、コンポスト、メタン生成、

エネルギー活用についての技術研究への支援と、フランス産業界からの入

札を充実させるための民間への技術移転への支援。 

 

最終的に、欧州委員会の調査・研究に関する公開入札に応募することによって、こう

して発展した能力が評価され、フランスは、この戦略のおかげで、欧州連合内での役

割を強めるであろう。こうして、フランス企業は、輸出産業として成功の可能性が高

く、また発展途上にあるこの分野に参入しやすくなるであろう。 
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ごみ排出を削減する 

 

 

今日、ごみ排出削減は、関連政策がつい最近になってやっと発展してきたばかりのた

め、まったく不十分な状態にある。この分野を強力に推進するため、すぐにも新しい

施策を実施せねばならない。また、地産地消を増やすなど、ごみに直接関係のない行

為もごみの削減には有効な策であり、同時に地域の雇用を増やすことにも役立つ。し

かしながら、こうした取り組みはこのグループ内では検討されなかった。総じて公共

団体は、ごみ削減に結びつく総合的な施策にも賛同を示している。 

 

 ̧ 奨励策として、廃棄物処理公共サービスの財源とするため、適正な額での有

料化を図る 

 

今日ほぼすべての地方公共団体が、ごみ最終廃棄処分のための公共当局の財源のほと

んどを家庭ごみ収集税（TEOM）で補っているが、この税額は家庭のごみ排出量に応

じたものではない。そのうえ、家庭ごみの類とされる産業ごみの排出者も一定条件の

下でこの公共サービスを利用している。商業従事者、手工業従事者、サービス企業、

などがそれにあたり、これらの産業ごみ処理にかかる費用については実際の費用が請

求されていない。 

 

このサービスを利用している家庭や商工業従事者・企業らがごみ排出量を削減するよ

う奨励するには、このサービスの財源確保が大きな原動力のひとつと思われる。つま

り、奨励策としてごみ回収有料化を図ることは、使用者がサービスの享受量に応じて

料金を払うことにもつながる。複数のグループメンバーは、奨励策として有料化を図

れば、ごみ分別もすすみ、結果として資源再利用にもつながると強調している。 

 

奨励策として支払いを家庭に求めるに当たり、家庭ごみ収集料（REOM）あるいは家

庭ごみ収集税（TEOM）をベースとすることができるだろう。家庭ごみ収集税は、全

家庭に均一に課せられる固定部分と、当局が収集するごみの量に応じて変動する部分

で構成されるよう改正されるであろうが、この変動方法については各公共団体が決定

するものとする（たとえば、袋単位、コンテナ単位など）。こうして家庭ごみ収集税

を改正すれば、地方公共団体は、家庭ごみ関連の予算を適切に管理しながら、奨励策

としての有料化を導入できる。フランス市町村長協会は、家庭ごみ収集料や家庭ごみ

収集税を補うような他のシステムの検討を提案している。 
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大多数のグループメンバーは、実施時期は今後定めるにしても、こうした有料制度を

義務化する必要性について賛同している。フランス市町村長協会はこの施策の義務的

性格について非常に慎重で、義務化することで市町村にとって負担になるのではない

かと危惧している。 

 

この新しいごみ収集税の詳細な実施方法（固定部分と変動部分の割合、変動部分の算

出ベース）については、別の作業グループにより綿密に協議されなければならないだ

ろう7。 

 

奨励策としての有料化導入と同時に、拡大生産者責任を強化しなければならないだろ

う（資源再利用関連の部を参照のこと）。生産者から使用者へ単純に負担が移転され

るのを防ぐために、公共団体はこの二つが同時に実現に向かっていくことを願ってい

る。有料化導入と同時に、ごみ削減策を実施し、広報活動を効率よく行わなければな

らないが、有料化推進にはメディアが大きな役割を果たすだろう。 

 

家庭ごみと共に収集される手工業従事者・商業従事者のごみについては、享受するサ

ービスに応じて特別収集料が課せられる。これは1993年以降、公共団体に導入が義務

付けられたのだが、実際には、この制度はほとんど機能していない。この制度が受け

入れられるのは難しいと公共団体が危惧しているからである。 

 

この特別収集料は早く導入を広めて行かねばならないし、この施策には全体の合意が

得られている。公共団体はこれにあたって職業同盟からの支持を要求し、職業別機関

もこれに同意している。また、ごみ処理を自社で行っている企業については、公共ご

み処理サービス料の支払いを免除せねばならないだろう。 

 

奨励策としての有料化導入をするには（家庭ごみであれ、手工業従事者・商業従事者

のごみであれ）、監視、罰則、市長監督権を強化せねばならないだろう。 

 

これに並行して、会計データの透明性を増し、公共団体間での比較が出来るようにす

るためには、ごみ収集処理にかかわる会計基準を統一せねばならないだろう。 

 

 ̧ ごみ削減のための地方政策を実施する 

 

2004年に採択された全国規模のごみ排出削減政策により、全国レベルでの様々な取り

組みを組織することができた。たとえば、流通業界の協力によって実現した、店舗レ

ジでのレジ袋配布の大幅削減や、「広告チラシ不要」というシールを配布して大量の

                                                 

7 ごみ収集税を徴収する税当局も加わるであろう。 
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印刷広告を受け取らないようにすること、家庭コンポスト支援のための全国政策実施

などがそれにあたる。 

 

全国規模の取り組みも引続き発展させねばならないが、今後は現場での実践を広げて

いくことが必要と思われる。このため、地方の取り組むべき事項を、ごみ削減の地方

政策という形で形式化するために早く手を打たねばならない。地方公共団体はこの政

策実施の原動力となるだろう。企業に関しては（企業関連の取り組みの項も参照のこ

と）、商工会議所や職業同盟の力を借りられるだろう（セクターごとの地方政策）。 

 

これらの政策の的確なレベルや実施方法については（特に県の廃棄物政策との関連）

オープンな協議が行われ、さらに詳細を詰めねばならない。このごみ排出削減地方政

策の決定、実施、（指数による）実績進捗管理については、地方公共団体へのフォロ

ーが検討できるだろう。参加者の中には、ごみ削減任務担当者の役職創出を国が援助

するよう提案する者もあった。 

 

フランス自然環境はこの政策を歓迎し、政策実施に当たって財政資金が確保されるよ

う提案した。もしもこのような施策が広がれば（地球のための同盟団体に属するアソ

シエーションはこの計画の義務的性格を歓迎している）、財政資金はごみ回収処理予

算（たとえば5パーセント程度）、あるいは拡大生産者責任の施策から支出できるで

あろう。この財政支出は、廃棄物処理方法の優先順位に従っているので、汚染事業総

合税を財源とすることも出来るだろう。地方公共団体はこれらの施策を自らの資金で

まかなうことは不可能だとしており、その場合、必要な割合に応じてごみ収集税やご

み収集料を値上げせざるを得ないとしている。一方、雇用者団体は、拡大生産者責任

を財源とすることはその仕組みの目的を曲げてしまうとしている。 

 

 ̧ 家庭からの容器包装ごみを削減する 

 

ごみ削減策を伴う奨励策としての有料化導入は、容器包装ごみの削減にもつながるだ

ろう。 

 

技術的施策をとることもできる。盗難防止のためのブリスターパックに代わり「RFID」

チップ使用を拡大すること、新素材、などである。 

 

エコ・アンバラージュ社への支払いに関する企業の負担金計算表（ポワン・ヴェール）

も、ごみ削減を目的として、評価しなおし改定できるかもしれない。容器包装ごみ、

とくにリサイクルの効かない容器包装を削減し、エコ・コンセプションを促すように

手直しをせねばならない。この負担金計算表の見直しは、製造業界と流通業界との協

議により行わねばならないだろう。 
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容器包装ごみの回収・処理費用のうち生産者負担を増やすよう提案されたが（容器包

装リサイクル関連の取り組みの項を参照のこと）、それにより、生産者は過度な容器

包装を避けるよう促されるだろう。 

 

大規模小売店内に、容器包装を解くスペースを設ければ、消費者は不要な容器包装を

その場に捨てていくことができる。これは地球のための同盟団体に属するアソシエー

ションから提案されたものだが、生産方法をも変えることにもなるかもしれない。 

 

住民一人当たり一年に最低1kgの容器包装ごみを削減する数値目標が提案された。 

 

商業流通同盟は、産業界との協議の上で、消費量の大きい製品を選び、それらの容器

包装を5年間で10パーセント削減することを提案している。 

 

 ̧ エコ・コンセプションを推進し、生産者の環境に対する責任を拡大する 

 

製品を市場で販売している生産者に、製品由来のごみ削減を奨励せねばならない。企

業の意識向上とエコ・コンセプション分野での研究支援以外のほかに、寿命にいたる

製品の処理費用を製品価格に組み込むことにより、ごみ削減を奨励せねばならない。 

 

「拡大生産者責任」と呼ばれる基本方針は、製品由来ごみの処理費用と最終処分費用

の全額を、企業に転嫁することである。これらの施策は、一般に価格への影響が尐な

いので、消費動向を左右するものではなく、むしろ、企業判断を改めることを目指す

ものである。あくまでもこの税金は奨励策なのだ。 

 

公共団体とNGO団体は、ごみ削減と資源再利用を強く奨励するため、この基本方針を

徹底するよう提案している。雇用者団体は、これらの施策の根拠となるとして、関係

者に責任感を育てるためのプロセスと、費用管理の必要性に重点を置いている。 

 

拡大生産者責任施策の税率はごみ削減策に対する努力によって加減されねばならな

い（軽量化、量の削減、製品寿命など）。これは奨励策として実施するため、さらに

言えば製品のライフサイクルを考慮に入れるためであるが、実際には、製品ライフサ

イクルを考慮することはほとんどない。一部のメンバーにとっては、この税金体系に

よる収入は廃棄物処理のみならず、目標達成に向かって一般市民や企業と共に進んで

いくための施策の財源とするべきとしている。 

 

全体基本政策が決定されたので、この分野での行動指針の詳細は、資源再利用策に関

する部分で決定される。 
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 ̧ 一部製品の寿命を延長する 

 

製品製造段階での施策（たとえば拡大生産者責任による施策導入）はエコ・コンセプ

ションを発達させるであろうが、それに加えて、特定製品の寿命延長を検討せねばな

らない。製品寿命延長が環境に対して総合的に好影響を及ぼすことは、頻繁に検証さ

れているが、それでも的確な調査実施に値する（エネルギー効果、使用中の汚染の可

能性、雇用への影響など）。 

 

的確な方法であるなら、製品寿命を延ばすことは、当然のことながら製品ごみの削減

に結びつき、新品を買う時期を遅らせることができる。製品寿命は、製品の修理、再

活用、再利用をすることによっても延長できる。 

 

家庭で故障した製品を修理に出しやすくするよう、県、あるいは手工業会議所や職人

組合がイニシアティブをとって、修理ガイドを編集してもよい。 

 

この分野は、まだまだ軽視されがちなので、分野育成のために研修を新設しても良い。 

 

ちなみに、電化・電子製品廃棄物の回収と分別処理の仕組みの発達は、製品寿命を迎

える製品の再利用に重点を置いている。そのため、小売店や廃棄場では、リサイクル

促進を援助するアソシエーションがたくさんの製品の回収にあたっている。 

 

電化・電子製品以外では、カナダとベルギーで起こった「リソースリー」というコン

セプトがフランスでも徐々に発展の兆しを見せている。「リソースリー」は、ごみ廃

棄場などで、家具、物品、設備などをもらい受け、修理して商品価値を上げた上で、

特定の販売店で市民に販売している。したがって、地方公共団体に、このような「リ

ソースリー」を発展させる強い意志があれば、こうした機関は電化・電子製品廃棄物

処理の仕組み（電化・電子製品に限るわけではないが）の急速な発展とあいなって、

廃棄物量削減の強力な原動力となろう。しかし、既存のセクターにとって（以下に挙

げる施策にとっても）競争力に偏りが生じる危険性があることは承知しなければなら

ない。 

 

最後に、フランスは、修理サービスの付加価値税減税措置をヨーロッパレベルで提案

するだろう。これにより、修理サービスの価格が下がり、消費者が修理をするよう促

されるだろう。 
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 ̧ ごみ排出量の多い製品、特に使い捨て商品の販売を抑制する 

 

家庭消費行動のうちいくつかを改善すれば、家庭から出るごみの量を尐なからず減ら

すことができるかもしれない。2005年末、環境担当省と環境・エネルギー管理庁によ

り、大規模な広報キャンペーンが、主に一般大衆に向けて実施された。このキャンペ

ーンは2007年末に終了するが、ごみ排出を尐なくするための様々な消費行動が前面に

打ち出された。 

 

同じ機能を持ち、環境面に配慮をした代替製品がある場合には、ごみ排出量が特に大

きい製品（使用可能期間が限られ、そのせいで、使い捨てとされるもの）の使用を避

けるようにすべきである。 

 

こうした商品を対象に新しい間接税（たとえば、新しく汚染事業総合税の一部として）

や経済的措置8を制定すれば、ごみ排出問題について一般大衆の関心を引くだろうし、

こうした商品の価格が再利用可能な代替商品よりも高くなるので、結果的にごみ排出

の見地から見て模範的な家庭消費行動を奨励することができるであろう。だが、そう

した製品の選択は慎重に行わねばならない。なぜなら、使い捨て商品の製品ライフサ

イクルを分析すると、最終的なエコロジー度調査結果が、使い捨てでない商品よりも

悪くはない場合が大いにあるからである。 

 

「フランス自然環境」は、そうした製品は拡大生産者責任施策の枠内で扱うべきだと

している。地方公共団体・職業討論団体は、そうした製品は拡大生産者責任の「割り

増し負担」の対象とするべきだとしている。 

 

もっと総合的な見地から言えば、市場で販売される製品にかかるエコロジー税（また

は経済的措置）は、その製品の影響削減に関する努力の度合いに応じて加減されるべ

きであろう。たとえば、エコラベルのある製品の場合にはそれを貼るなどの手段が用

いられるだろう。汚染事業総合税がエコラベルのついた製品の育成奨励にならなかっ

た例として、洗濯洗剤と潤滑油の例が上げられた。消費者行動に影響を与えるという

目的を果たすためには、汚染事業総合税が「製品」に課税されている場合、購買時に

目に付くようにしなければならないが、現在そうした施策は行われていない。 

 

 

環境保護団体はこうしたタイプの施策により得られた財源は、ごみ削減への取り組み

実施に充てられることを願っている。 

                                                 

8 2007 年 3 月 23 日発行欧州委員会グリーンペーパーの経済的措置についての解釈による 
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他のエコラベル商品の育成に有効な手段は付加価値税の引き下げで、フランスはこれ

を欧州連合に提案するであろう。 

 

 ̧ 廃棄物の質と量を削減するための取り組みにおいて、企業に助力する 

 

企業からのごみは年間9000万トンに及び、家庭ごみの三倍にあたる。そのうち一番量

が多いのは危険性のないごみである。その多くは企業自身が回収にあたっている。つ

まり企業は自らごみ処理費用を負担しているので、廃棄物処理業界における需要と供

給のバランス変動の影響を直接受けることになる。 

 

企業から出るごみの一部は商品価値もあるので、資源再利用化業者の任務の一つはそ

うした廃棄物活用に向け、企業にごみ分別を促すことである。大企業では、総じて、

ごみ削減と分別の問題はすでに実践に移されていることが多い。 

 

中小企業の場合、ごみ処理に割ける時間がほとんどないことが多い。しかし、本来な

ら、ごみ処理を効率的に行い、ごみ排出量を減らせば、大幅な経費節減につながるは

ずである。 

 

ボランティア企業による非常に興味深い先行実験が行われた。これは、2年間で10パ

ーセントごみ排出量を減らし、排出ごみの活用をするというものである。 

 

こうして、特に中小企業、零細企業を対象とした場合、こうした目標を掲げる企業の

方針決定を助け、支援をする形で、このような方策を広げていくことが望ましいとい

うことが判明した。そうすれば、特に納入業者への返品を奨励することで、中小企業・

零細企業向けの仕組みが整備できるだろう。 

 

一方、職業同盟と商工会議所が先導し、国と地方公共団体が後押しをする、セクター

ごとの行動計画と全体行動計画は、さらに一歩先まで行くことができるだろう。産業

セクターごとのガイドブックが作られ、広く配布されるであろう。廃棄物処理業者と

小規模企業の主な納入業者との討議が行われれば、このテーマに関して企業を支援す

ることができるだろう。革新的取り組みや価値ある実践は広く価値を認められなけれ

ばならない（たとえばコンクールなどを通して）。 

 

以上に挙げた行動指針全体の中で、危険廃棄物には特に注意が必要である。関係企業

における危険廃棄物削減を目指した調査研究などを通じての配慮が必要である。 
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家庭ごみとその類の回収ごみの量は、5年の中期目標を定められるであろう。この

目標は、焼却施設と埋め立て施設での処分量のみをとりあげ、ごみ削減と資源再

利用を同時に掲げた2006年のものとは異なる。今回のものは、ごみ削減にのみ言

及し、分別ごみ・分別されないごみの総量についてふれている。 

公共当局により回収されている狭義の家庭ごみと手工業者・商業者排出のごみに

ついて、国の団体は、今後5年間、一年に住民一人あたり5kgの削減を提案してい

る。同じ期間で、容器包装ごみについては住民一人当たり1kg削減が提案されてい

る。複数の参加者が、これらの数字をきちんと裏づける必要があるとしている。 
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素材資源再利用と有機活用を発展させる 

 

 

フランスの資源再利用率は、すべてのタイプの廃棄物について年々徐々に上がってい

る。数値の正確さには欠けるものの、それでもヨーロッパのパートナー諸国にくらべ、

資源再利用率はまだ低く、とくに容器包装部門の数字が低い。 

 

2008年第一四半期末までに資源再利用発展行動計画を提案するため、2007年の夏、関

係者を集めた検討作業が立ち上がった。この作業による提案は、グループ内で討議さ

れた以下の提案を加え、注意を払って検討せねばならない。 

 

 ̧ 建設・公共事業業界廃棄物の資源再利用を向上する 

 

建設・公共事業業界廃棄物は全国のごみ排出量の40パーセントを占める（8億4900万

トン中、3億4300万トン）。今日、その約3分の2が活用されている。このごみの宝庫

の処理には、建設・公共事業企業にとっても、建設発注者にとっても、利害が大きく

関わっている。そのうえ、このセクターは現在目覚しく発展している（都市再開発計

画、住宅新築、既存住宅のエネルギー効率改善）。工事現場の廃棄物排出は様々な場

所に分かれ、一箇所に定まらないため、調査の結果、このごみの宝庫を逃さず回収す

るには、近隣での処理を進める策がとられるべきであると判明した。 

 

適切な廃棄物処理ができるかどうかは、適用可能で的確と判断される場合にリサイク

ル資材を使用して資源節約を図れるかどうかと、質の高い廃棄物分別による解体管理

ができるかにかかっている。工事現場で排出される廃棄物分別をシステム化すること

は非常に重要である。様々な種類の廃材をそれぞれ適切な活用や処理を行う施設に送

ることができるからだ。さらに活用が進めば、天然資源の大きな節約につながるであ

ろう（特に骨材消費量は住民一人当たり年間7トンに及ぶ）。 

 

建築設計の分野では、建設資材と内装素材に関する健康・環境分野の決定事項が適用

されれば、最終的には解体廃棄物の危険性を下げることにもつながるであろう。 

農業由来資材－木材・麻など－の使用が伸びているが、これもこの方向に一致した動

きである。さらに、新資材（特にナノ分子を含む資材）開発に当たっては、生産段階

において、製品寿命の終了時の処理、特にリサイクルの可能性について出来る限り考

慮すべきである。 
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建設・公共事業業界でリサイクル資材の使用を伸ばすという利点は、一部の技術的・

法的障害を取り除くことを前提としている。まず、資材の規格化、特にリサイクル資

材の規格化に向けた全体の努力が前提とされる。欧州レベルでは、2008年初頭に発表

される骨材の規格は、リサイクル骨材を考慮に入れたものとなるであろう。 

 

プロジェクト考案前に、特に解体プロジェクト考案前に、建築工事現場のごみ排出と

その処理について、あらかじめ考慮するよう改善が必要だという点については全体の

合意が得られた。 

 

この目標達成のために、最初に行うべきことは、解体予定の建築物について（廃棄物

問題に特有の）質と量の分析を義務化することである。この分析により、たとえば解

体現場から出る廃棄物の量と種類がおおよそわかるであろうし、どのレベルまで廃棄

物の宝庫を分別したらよいのか、また、分別された様々な断片をどこで活用し、処理

したらよいのか、そしてこの作業全体にどのくらいの費用がかかるのかなどが明確に

なる。これに関し、解体時に排出される電子・電化製品廃棄物のような、危険性を含

むごみの分別と処理は、特に注目に値する。 

 

このような分析や管理の手法は、建築・改装作業・公共事業にも適用できる（廃棄物

処理、活用トレーサビリティ、廃棄処分）。それには既存の方策（建築許可、工事申

請、廃棄物関連組織・処分・最終廃棄概要、廃棄物関連組織・最終廃棄追跡調査概要）

が応用できるし、必要なら記載する廃棄物の性質と内容を変更すればよい。ただし、

この問題については協議が必要である。 

 

雇用者団体は、公共事業市場において、廃棄物関連組織・処分・最終廃棄概要と、廃

棄物関連組織・最終廃棄追跡調査概要作成に関する条項を入れるよう奨励、あるいは

システム化せねばならないと考えている。一方、地方公共団体は、公共事業市場への

参入手続きはすでに十分に煩雑で、金額にかかわらない基準を例外なく導入するのは

法的に問題が残るとしている。 

 

不変性廃棄物の代替品、とくに「高級」資材の代替資材や、リサイクル資材、リサイ

クル可能資材については、環境改革を推進するために、市場での使用を認可しなくて

はならない。 

 

ごみ削減や資源再利用を奨励するには、建設・公共事業廃棄物を排出したり、最終廃

棄処分に処したりすることが、ごみ削減や資源活用に比べて経済的に不利になるよう

な経済措置の導入が避けて通れない。 
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数々の提案について討議がされた（付加価値税の変動税率制導入、埋め立て税導入（汚

染事業総合税かそれに同等のもの）、拡大生産者責任の仕組みの設立（建築施工業者

または資材メーカー）、資源消費にもとづく税制導入など）。 

 

最終的に、グループは、グルネル会議の枠内では、建設・公共事業廃棄物の排出削減

と、建築段階での資源再利用(リサイクル資材が使える場合にはそれを使用するよう

奨励)、解体時の資源再利用（選別解体、排出ごみの分別、適切な資源再利用組織の

使用）を奨励するために、税制措置導入を決定するよう提案する。この措置は、最終

的なコストがわかりやすくなるよう段階的に導入すべきで、目標到達を奨励する形で

行うべきである。こうして得られた財源は、建築現場での排出廃棄物が実際に活用さ

れたかどうかに応じて再配分できるであろう。 

 

この税制措置の体系とその細部にわたる内容を決定するにあったては綿密な検討が

必要である。また、この措置を今後1年から2年で実施する目標を設定せねばならない。

建設・公共事業関連廃棄物についての特別作業グループを立ち上げ、この措置とその

実施に当たって必要な条件を正確に決定するであろう。同時に、この措置実施に当た

っては、実際に遵守されているか、防止策としての役目を果たしているかを監視する

ための監視・処罰措置が必要である。 

 

建設・公共事業関連廃棄物処理についての県政策制定は、資源再利用についても、最

終廃棄処分についても、この処理を地方単位で行うための第一歩であった。しかし、

この政策もまだ十分に広がっているとはいえない。 

 

建設・公共事業関連廃棄物処理についての政策は義務化せねばならないし、その作成

と見直し（特に現行政策の見直しについては新規作成の期限を決定せねばならない）

は、県議会の手によって行われるべきである。また、建設・公共事業廃棄物の受け入

れ施設を近隣に設立することへの障害を取り除くためにも、この政策は、監督権限を

持つか、強力な法的拘束力を持つべきである（最低でも官公庁決定と合致しているこ

とが必要）。そうすれば、この政策は、処理機関発展に必要な、近隣での処理という

基本方針を推進するのに役立つであろう。この政策の作成方法や内容の正確な決定に

あたっては、現行処理政策の評価と関連地域への影響評価がベースとなるであろう。 

 

また、全国レベルでの建設・公共事業関連廃棄物の監督機関の設置が提案された。 

 

アスベストを含む解体廃棄物、特にアスベスト除去作業による廃棄物については、こ

の種の廃棄物の危険性を鑑み、法規制を厳格に守ることが必要である。 
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 ̧ 家庭からでる容器包装ごみの資源再利用をさらに推進する 

 

家庭から出る容器包装ごみの資源再利用率は年々上昇し、2006年には60パーセントと

なった。しかし、他のヨーロッパ諸国に比べると、フランスは、容器包装全体をまと

めて、ヨーロッパ15か国中9位である。つまり、まだ改善の余地があるということに

なる。 

 

1992年に導入された、家庭から出る容器包装ごみの分別回収・資源再利用・活用の過

程は今日仕組みが整い、更なる有効活用を考える時期に来ている。ほぼすべての地方

公共団体は、容器包装ごみの分別回収施策を実施している。しかし、実際には分別は

まだ不十分である。 

 

多くのメンバーは、分別のツールと要領が全国共通でなければならないと考えている。

たとえば、コンテナの色、ごみ袋の色などがそれにあたる。それが、だれにもわかり

やすくするための必要条件で、すなわち、ごみ分別施策がうまく機能するための条件

でもある。また、それにより、全国規模でのキャンペーンを繰り広げることもできる

ようになるであろう。容器包装上にポワン・ヴェールで印をつけるだけでなく、その

容器包装が使用後に資源再利用のための選別回収の対象となるのかどうかを表示し

なければならないであろう。フランス市町村長協会は、この施策が効果を発せず裏目

に出るのではないかと、また、法的施策が必要になるので公共団体の自由自治に反す

るのではないかとして、慎重な姿勢をとっている。フランス市町村長協会は、さらに、

こういった施策は、人々の旅行やバカンスの際に分別の間違いを防ぐためのものであ

るから、こうした人々に向けた広報策のほうが効果があり費用がかからないとしてい

る。「フランス自然環境」は、この施策は優先事項ではなく適当なものではないとし

ている。 

 

それに加え、高層住宅の分野で分別回収が進むよう努力を注がねばならない。新築の

際、あるいは中古のものも大きな改修工事が行われる際に、とくに賃貸人を通じての

情報周知を行うようにする。 

 

ポワン・ヴェール制度による容器包装についての企業負担金は、現在家庭内での消費

される容器包装に限られているが、ごみ分別への取り組みを一般市民にさらに広げる

ために（駅、空港、高速道路上など）、一般市民による家庭外での消費にも広げなけ

ればならないだろう。そうすれば、エコ・アンバラージュ社の認可を得た企業やアデ

ルフ社が、こうした選別回収を財政的に支援するのに役立つであろう。ただし、こう

した選別回収が、このような場所（駅、空港、高速道路上など）で管理者の手により

すぐに実行に移されるかどうかは、監視をせねばならないだろう。 
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実際には負担金対象なのに、負担を逃れている製品（通信販売）についても対処せね

ばならないだろう。 

 

一方、地方公共団体が、現行の施策を改善し、上昇し続ける廃棄物処理費用に対処す

るのを支援するために、「ポワン・ヴェール」による負担金を上げる提案が討議され

た。これは地方公共団体が負担しているごみの回収・最終処分費用全額を100パーセ

ントカバーし、このシステムによる容器包装の削減とリサイクルをさらに奨励するた

めである。しかし、この提案は全体の合意を得られていない。というのは、このよう

な負担上昇はコストアップにつながるし、負担企業と流通企業との綿密な協議を必要

とするからである。雇用者団体はこのような話し合いは環境保護団体内で行われるべ

きとしている。 

 

「ソフト」プラスティック剤の容器包装ごみは、今のところ資源として再利用されて

いないが、特にこの素材を使用する機関の指令者により、再利用化を検討せねばなら

ないであろう。もし、エコロジーと環境配慮の観点から、実際にはこの種のプラステ

ィック容器包装の資源再利用が適切でないとされた場合、ポワン・ヴェール負担金額

のそれに応じた加減を検討するのが適切である。 

 

総合エコロジー評価が良ければ、食品用プラスティックにはリサイクル素材が用いら

れるよう、現在の法規制を和らげ、奨励すべきである。この問題については数ヶ月以

内に解決されるかもしれない。この条件の下であれば、ボトル・ビンにリサイクル素

材約25パーセントを使用する目標は、引き続き達成を目指して行けるであろう。 

 

また、ボトルやその他の容器について、デポジット制度復活のメリットを検討するこ

とが提案された。こうすれば、分別が進むであろうとの観点からである。地球のため

の同盟団体に属するアソシエーションは、地域ごとの詰め替えデポジット制度化を提

案し、このリサイクル方法なら、リサイクル経路が短縮でき、環境的見地から的確な

ものであるとしている。他の参加者は、他の国々で同種の実験が余り効果をあげなか

ったことを強調した。 

 

2012年までに家庭排出容器包装ごみのリサイクル率を75パーセントとすることは可

能と思われるが、全体の合意が得られていないこれらの施策（有料化、ポワン・ヴェ

ールなど）が実現できるかどうかにかかっている。 

 

 ̧ 有機廃棄物の活用を促進する 

 

家庭から回収されたごみの約30パーセント（乾燥量。水分を含んだ状態の重量の53パ

ーセント）が有機廃棄物であるのに対して、バイオ処理により活用されているのは6
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パーセントにすぎない。次のような観点から有機廃棄物の活用促進の重要性が叫ばれ

る中、この数字の改善の余地は大きい。 

 

- 最終廃棄場に関する指導と京都議定書のそれぞれから、最終廃棄場に回る家

庭ごみの量とメタンガスの発生を減らすことが義務付けられている。 

- 一部の地域では、農地の腐植土減尐を補うために有機素材をさらに土壌に返

すことが有用である。 

- 再生エネルギー増産の必要性から、有機廃棄物を発酵によるメタン生成で処

理する必要性がある。 

 

一方、公共団体廃棄物のうちかなりの量（道路、市場、泥、植物系ごみ）が有機廃棄

物である。また、沿岸地方の海藻もこの種の廃棄物に含まれる。 

 

これを受け、目指すべき目標は以下となるだろう。バイオ処理量を増やす。農業に活

用される有機素材の衛生的・環境的価値を確実なものにし、有機素材の実質的な価値

をあげ、リサイクル肥料資源の市場を開く。農業に活用されない場合、または農業へ

の活用を補う形で、有機廃棄物に含まれるエネルギーを最大限に活用する（発酵によ

るメタン生成の場合）。 

 

有機廃棄物の分別処理量を上げるには、優先事項とされた以下の一連の行動指針を実

行せねばならない。 

 

まず、集中給食センターや市場で排出される有機廃棄物の宝庫を活用することが望ま

しい。それには、ごみ排出者への活用最低目標を定め、これらのごみの宝庫の分別回

収と適切な場所での活用の組織を簡略化することが必要である。財政的奨励策は、こ

のような施策の開始時には有効に作用するであろう。 

 

次に、家庭や地区でのコンポストを奨励せねばならない。この種のごみの回収量削減

により公共当局の費用が軽減されるほかに、個人による家庭でのコンポスト設置や地

区でのコンポスト設置により、土壌回帰により活用される有機廃棄物量が増加する。

しかしながら、メンバーの一部は、家庭や地区でのコンポストは研修や動機付けが必

要で、生物学的な害や危険を伴うという点を強調した。 

 

したがって、家庭コンポストについては、国の関連政策に充てられている財政手段を

増やして、さらに支援をしなければならない。コンポストの専門家（学校ネットワー

クなどを通じた研修を実施すべき）による地方中継局の設置は、必要と思われる。特

に環境エネルギー管理庁の援助を通じて、このような施策を増強せねばならない。 
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いずれにしても市街地と農村では異なる施策を提案せねばならず、分別回収・コンポ

スト・メタン生成は特に都市周辺地域で導入されるべきである。こうすれば、特に質

の良い有機肥料が生産できるであろう。分別回収にかかる追加費用があっても、まだ

まだ数多い非分別コンテナの回収サービス減尐により、まかなえるであろう。 

こうした回収方法を奨励する策、特に財政支援策を、今後発展させていかねばならな

い。 

 

廃棄物最終処分場の受け入れ自治体のための税は、こうした施設を設立しやすくする

ためのものだが、こうした施策をコンポストやメタンガス生成施設に広げることも出

来るであろう。だが、この案は全体の合意を得てはいない。また、コンポストやメタ

ンガス生成施設の機能は、正確に管理されねばならない（職業病、汚臭など）。 

 

機械分別バイオリサイクルの仕組みについては、十分に質の良いコンポストを生産で

きるものではなく、埋め立てや焼却処分にまわる量を削減できるだけであるという点

で、グループ全体が合意した。だが、この仕組みが発展して行くのなら、きちんとし

た監視体制が敷かれねばならないであろう（安定剤や燃料の特定、施設からの排出な

ど）。 

 

農業への活用をするには、衛生・環境の両面からその質を保証できないとならないが、

機械分別バイオリサイクルによるものの質では実際に農業に活用するには条件が十

分でない。実は、かつての下水処理工場の汚泥にまつわるエピソードは農業従事者に

爪あとを残し、いまだに悪いイメージが残っている。 

 

今日生産されているコンポストの質については、昨今、有機肥料の新規格NFU 44-051 

の適用が義務づけられた。これにより、この規格で要求される品質水準に到達するた

め、公共団体は家庭ごみコンポスト施設の改修を余儀なくされるだろう。そして、改

修にあたっては、まずコンポスト利用施設を確保せねばならない。また、回収作業組

織化と投資実現にあたり最良の決断が下せるよう、関係公共団体に協力する体制を敷

かねばならないだろう。 

 

下水処理工場の汚泥については、適用義務のある現行の規格遵守監視を強化するか、

あるいは、現在の基準を強化することにより、健康・環境のために安全な高い水準が

確保できるはずである。どのように改善されようとも、泥を大量に散布する農家のた

め、すでに設置が決定している保証救済基金の設立を実現することが急務であろう。 

 

総じて、大衆化策としての規格制定により、トレーサビリティ保証が損なわれてはな

らない。同時に、規格が遵守されているかを確かめ、またそれだけでなくコンポスト

と散布物の質の検査、殊に分析検査を実施することが望ましい。 
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コンポストを実際に農業に活用するには、承認、殊に農業従事者による承認が必要で

ある。農業従事者が優先するのは飼育排水散布で、次に食品産業副産物散布である。

コンポストや汚泥の使用がそれに次ぐ。飼育排水よりも確かに量が尐ないとしても、

まずは農業界からの信用を得るための環境作りが大切である。 

 

それについては幾つかのシナリオが提議された。農業界がコンポストを引き取るよう

義務付けること、他国ですでに行われているように、公共団体が一定量を活用するよ

う義務付けること、散布計画の中にコンポストを組み入れること、コンポストを排除

している食品加工業界生産憲章をみなおすこと、有機農業の生産規定書を見直すこと、

などである。 

 

最終的に、有機廃棄物の活用を向上するため、国・公共団体・農業従事者・食品加工

業者全体での努力を促す全国規模での拘束力の強い契約の締結というシナリオが可

能に思われる。この契約は、コンポストの許容範囲、その品質、トレーサビリティと

監視、援助の強化などに関するものになるであろう。一方、農業経営者組合全国同盟

は、このような手段よりも、国が強いイニシアティブを取り、技術担当者・地方公共

団体・農業従事者・食品加工業者間の、地方レベルでの信頼関係を築いてほしいと考

えている。 

 

メタンガス生成を通じたエネルギー活用は、農業への活用と同時に奨励しなければな

らない。メタンガス生成は、農業廃棄物と、量は尐ないものの、他の廃棄物に含まれ

る有機廃棄物にも応用されねばならない。 

 

その実現には、メタンガス生成組織を管理下に置きつつ発展させるような、的確な法

規制定が適当であろう。 

 

適正な品質を保証しつつ（生産されるメタンガスが金属類などの汚染物質に汚染され

るリスクもないとはいえない）、ガス配管系統への直接注入を促すことや、燃料とし

てのバイオガス使用も検討せねばならない。これにはガス業界の積極的参加が特に必

要であろう。 

 

また、研究・研究開発プロジェクトの呼びかけ、この分野での先行事例や優秀拠点の

援助、（影響と危険性に関しての）生産段階での研究や分析評価、廃棄物処理業界と

農業界の協力関係育成などを通じて、有機廃棄物活用の分野での技術研究力・技術革

新力を育成せねばならない。 
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 ̧ 拡大生産者責任に基づいた資源再利用の仕組みの機能を改善し、新しい仕組

みを設置する 

 

拡大生産者責任と呼ばれる基本方針のもと、ここ数年ほどで、寿命を迎える製品の資

源を再利用する仕組みが発展した（容器包装、電池、タイヤ、電子・電化製品、不要

印刷物、そして最近では衣類品も）。この拡大生産者責任という方針は、家庭消費に

よる製品から出たごみは、生産者自身が廃棄処分をするか、その費用を負担するべき

だ、という考え方である。 

 

この仕組みは、いくつかの目標に応じたものである。排出されるごみの影響について

製品を販売するものが責任を持つこと、ごみ分別回収・資源再利用・懸念される一部

のごみの処理を組織化し、そのための資金を見つけることである。 

 

この仕組みの組織は複雑で、また対象物により組織が変わる。それは、製品生産者、

地方公共団体、リサイクル業者といった様々な関係者をまとめなければならないから

である。この仕組みでは、製品により負担率が変動し、負担率一覧表をもとに販売者

にかかる負担率レベルが決まる。今日、この負担率をごみ削減やリサイクル率によっ

て加減する方法は、加減が不可能なものもあるため、一部の項目にしか適用されてい

ない。 

総じて、アソシエーションは、既存の組織と今後設立される組織については、修理の

可能性・製品寿命・軽量化といったごみ削減策と、エコ・コンセプションや資材のタ

イプなどを基準にして、負担率を大きく変えるよう綿密な検討を提案している。また、

フランス自然環境は、こうして集められた税金は、ごみ排出量の尐ない製品や危険性

の低いごみを排出する製品の需要を高めるための取り組みの資金源とするべきであ

るとしている。 

 

時に、先入観による偏った情報がこうした仕組みの機能を妨げ、関係者間の無理解や

意見対立を引き起こすことがある。 

 

そのため、関係者全体を集めて9、拡大生産者責任組織機能の監督・勧告・仲裁にあ

たる機関を新たに設けることが提案された。この機関は、既存の組織（認可委員会、

協議委員会など）と矛盾しないもので、環境保護団体の責任を尊重するものとする。

アソシエーションと公共団体は、総じて、この仕組みの管轄にもっと関わりたいと考

えている。 

 

                                                 

9 グルネル会議のグループをモデルとして 
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認可環境保護団体の法・税制上の分類を明確にし、行動を起こしやすくする、といっ

た他の改善案も取り上げられた。環境エネルギー管理庁はまた、現在のところ国だけ

が負担している、組織の追跡調査・監視のための経済的手段にも、生産者の負担を求

めた。しかし、この案は全体の合意を得ていない。 

 

リサイクル量や危険性の点から適切と裏付けられれば、新しいタイプの製品について

も、同様の組織の設置を段階的に進めていかねばならないという方針は、ほぼ全体の

合意を得られた。この組織設立は、奨励策としての有料化などの他の取り組みと反目

してはならず、製品生産者と地方公共団体の責任分担の論理のもと、実施されねばな

らない。また、こうした施策は、原材料や部品の価格変動に柔軟に適合できるもので

なくてはならない。 

 

こうした手段は、危険性の高い廃棄物を手始めに、まず優先的なカテゴリーに適用で

きるであろう。個人が自己治療用に用いる感染性医療廃棄物についての専門組織設立

は全体の合意を得た。 

 

放射性危険物にふさわしい分別回収と処理方法の確立は、非常に大きな問題である。

この問題が解決されれば、その他の廃棄物の毒性が下がり、活用・処理・最終処分が

改善されるからである。どの機関が財政負担するかは今後決めるとしても、拡大生産

者責任などを適用した危険物生産者による回収と選別処理を組織化する基本方針が

採択されたが、その適用範囲については今後の話し合いが必要である。家庭と小企業

という、使用法や実践方法がまったく異なる対象者への適用、数多い製品の適用範囲

選定などがそれにあたる。だが、特殊な製品のカテゴリーからはじめるのがもっとも

適当であろう。2008年末までに採択をし、手段を決定するため、徹底した事前研究が、

各関係者を集めてまもなく始まるだろう。 

 

地球のための同盟団体に属するアソシエーションは、放射性廃棄物の取り扱い手順の

制定が、ごみ全体にこの種の廃棄物を混ぜないための手段となるとしている。 

 

最後に、廃棄場や戸別訪問による回収量が増加しているとして、粗大ごみ、特に家具

類の問題が討議された。この問題は特にわれわれの消費スタイルに関わる問題であり、

公共団体にとって大きな問題となっている。こうしたごみの分別回収が提案されたが、

一部の家具はリサイクルがほとんど利かないという点も強調された。こうした廃棄物

について拡大生産者責任を適用する可能性については、グループメンバーの意見が大

きく分かれている。 
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 ̧ 資源再利用・処理業関連の職種を専門化して評価をあげ、資源再利用につい

て職業研修を行う 

 

ここ数年来の資源再利用の進展により、新規雇用が創出された。現在、焼却・埋め立

て廃棄物1トンよりも、資源再利用される廃棄物1トンのほうが、明らかに雇用を必要

とするとされている。ただし、処理工程の変更により、この差は縮まるかもしれない。 

 

この勢いに乗じて、こうした職種にふさわしい職業研修制度を設け、このセクターに

従事する人たちの職業経験をもっと高く評価して、雇用市場を流動性あるものにし、

この職業の評価を上げることが必要と思われる。この分野では、労使が重大な役割を

果たすことになるだろう。 

 

すでにいくつかの労働組合はこの方向で作業を進めており、これを継続する必要があ

る。一方、一般国民に対してこれらの職業のイメージを上げ、評価を高めることは大

切であろう（ケベックで広まっている「ヴァロリスト（資源再利用業者）」の観念参

照）。 

 

また、このセクターでの職業病予防には厳格に取り組まねばならない。 

 

また、製品寿命を過ぎた船舶と飛行機の解体組織をフランス国内に設置すれば、新規

雇用が促進され、処理の質も向上するであろう。 

 

もっと総合的に言えば、ふさわしいと思われる職業すべてについて、廃棄物処理関連、

特にごみ削減と資源再利用についての情報周知・意識向上・研修を－初期教育におい

ても、職業訓練教育においても－組織化することがふさわしい。これは特に、建設・

公共事業業界に言えることである。すでに幾つかの施策は実施されているが、職種ご

との必要職業能力を見直す作業も、廃棄物処理問題を考慮に入れて行わねばならない。 

 



 

36 

 

資源再利用については5年後の目標を定めることができるだろう10。2004年、家庭ごみ

とその類11のうち、24パーセントが資源再利用12に向けられた。グループ内では、そ

れをふまえ、2015年にはその率を35から50パーセントに引き上げる案が出された。地

球のための同盟団体に属するアソシエーションは、2015年までに家庭ごみの資源再利

用率を50パーセントとする目標を提案している。公共団体は、拡大生産者責任施策の

拡充と環境エネルギー管理庁からの援助増加といった資源再利用策を条件に、市町村

レベルでのごみ13については、2012年に40パーセント、2015年に48パーセントという

目標を提案している。 

 

企業14ごみの資源再利用については（建設・公共事業と農業をのぞく）2004年、68パ

ーセント（建設・公共事業と農業をのぞく）が資源再利用にまわされた。国の団体は

2012年までにこの率を75パーセントに引き上げることを提案している。 

 

提案策による結果の予想が難しく、与えられたデータも正確さに欠けるため、メンバ

ーの一部は、目標を掲げるのは時期尚早であり、この問題は、現行の資源再利用戦略

関連グループ内で議論されるべきとしている。 

 

 

                                                 

10欧州議会の提案。都市固形ごみの 50 パーセントと建設・解体・産業・製造ごみ 70 パーセントを 2020 年までに

資源再利用化する。 

11
 家庭から出る粗大ごみと家庭からの植物系ごみ。 

12 最終的な実質資源再利用高は 19 パーセントである。 

13 脚注２のごみに加えて、道路・市場のごみ、泥、公共団体から出る植物性ごみ、溶解スラグを含む。 
14 従業員 10 人以上の企業。 
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残留廃棄物の処理を改善し、広報活動を強化する 

 

 

資源再利用策やごみ削減策の実施と同時に、残留廃棄物に関する取り組みが必要であ

り、廃棄物処理全般に関する幅広い広報活動が必要である。 

 

 ̧ 資源再利用を優遇するため、埋め立てと焼却処理にかかる環境コストを組み

込む 

 

今日、廃棄物埋め立てにかかる汚染事業総合税は奨励策ではなく、需要と供給のバラ

ンスを変える政策手段とも、意思決定機関の選択を変える政策手段とも見なされてい

ない。なお、欧州にはフランスの10倍の税を課している国もある（1トンにつき9.90

ユーロ）。 

 

税制によりごみ削減や資源再利用が実際に奨励されるには、すでに実施されている汚

染事業総合税の大気汚染税・残留物埋め立てに関する税に鑑み、埋め立てされる廃棄

物にかかる現行の税金額を段階的に効果が出るよう引き上げ、焼却物重量にかかる税

を新設するのがふさわしい。こうして、この増税は、廃棄物に関する指導枠に示され

たとおりの処理方法の優先順序、エネルギー効率、環境マネージメントシステムの存

在を考慮したものにならなければならない。奨励策であるために、この税制はまた、

どんな形にせよ、最終的な費用負担者となるごみ排出者にわかりやすいものであるこ

とがふさわしい。住民に対しても、この税制に関する通知や書類をわかりやすいもの

にすべきである。 

 

この税制によるコスト増は、ごみ削減・資材と有機資源活用（公共団体・企業内）・

新技術開発などに対する奨励的援助の再検討により、カバーができるであろう。この

ような補填策は欧州委員会の環境のための経済措置に関するグリーンペーパーでも

奨励されている。 

 

一部のメンバーは、この施策は、義務課税制度全体の見直しの枠内で検討されねばな

らないとしている。 

 

 ̧ 焼却処理の位置づけを決め、様々な廃棄物処理・最終処理施設の衛生面・環

境面での影響の監視を強化する 
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市町村から出る家庭ごみとその類のうち、43パーセントは焼却処分、39パーセントは

最終処分場で処分、19パーセントは有機活用や資源再利用のために分別をされている。

つまり、フランス国内で最も割合の高い処理方法は熱処理である。家庭ごみに限ると

焼却処分が36パーセントなので、埋め立てがもっとも量の多い処理方法となる。 

 

フランス国内の廃棄物処理・最終処分方法の中での焼却処分の位置づけは、議論が重

ねられ、新しい施設の建設に関しては立場が異なるものの、いくつかの合意点が見つ

かった。 

 

施設運営者と公共団体の間で締結された契約書には－特に古い契約書では－最低搬

入量を規定しているものが多く、これは、最終処分に処する廃棄物を減らそうという

政策と矛盾するものである。新規契約時、あるいは現行契約更新の際には、この条項

を削除せねばならない。公共団体と施設運営者間では、全施設に関して、この点につ

いての再交渉に取り掛からねばならない。 

 

焼却施設の建設、もっと広く言えばあらゆる廃棄物処理・最終処分施設の建設に当た

っては、建設前の段階から協議機関を設けて、関係公共団体の資金負担や建築業者の

選択、施設の設備のいずれについても、透明性を高めていかねばならないだろう。処

理施設建設案に対しては、施設がどのようなタイプのものでも（たとえば受け入れが

されにくい廃棄場なども）、ステップを一つずつ明示しつつ、協議プロセス全体を実

行せねばならないだろう。フランス市町村長協会は、一般国民に対する広報の形式と

手法を検討する作業グループ立ち上げを提案している。 

 

既存施設はここ数年来大きく改修が進んだが、それに加えて、汚染物質・温室効果ガ

ス排出管理と国民への広報の点から、常に強力に改善を重ねていかねばならない。 

 

特に埋め立て施設に関しては、認可を得ていない廃棄場はなるべく早い時期に閉鎖さ

れることとなっている。幾つかの国ですでに実施されているように、資源活用への道

を発展させるための強い意思表示として、一部のカテゴリーのごみ、特に資源再利用

可能なごみの廃棄場への廃棄を段階的に禁じる可能性が検討されるであろう。このよ

うな禁止事項は、製品の種類（たとえばタイヤはすでにそのケースとなっている）や

廃棄物の性質（ドイツでの燃料廃棄物のケースや、有機廃棄物含有量の高い廃棄物な

ど）によって適用することができるであろう。 

 

現行焼却施設のエネルギー効率については、大幅な改善が望まれる。このためには、

地理的に可能な限り（大都市や工業地帯に隣接しているなど）、熱生産型活用が望ま

しい。電気エネルギー生産については、今後開発進展の余地がある。 
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一方、焼却施設の環境に対する影響は、計測回数（常時点検や、計測データをリアル

タイムで送るなど）、計測箇所、監視汚染物質数を増やし、生物指数による評価も含

め、排出時と大気中の両方から監視を強化せねばならない。また、監視方法は法規制

策により統制されなければならない。地球のための同盟団体に属するアソシエーショ

ンは、混合焼却施設にも同様の法規制を望んでいる。 

 

既存の調査結果に加えて、一般市民や処理施設従業員に対する影響に関する新しい調

査実施の問題が提議された（施設周辺への影響、近隣地帯の調査、大規模な疫学検査）。

この問題は、汚染物質全体の健康に対する影響に関しての第三グループの作業にも関

連する。 

 

全体的に、グループメンバーは、あらゆるごみ（植物系ごみ、家庭ごみ、産業ごみ、

農業ごみ、商業ごみなど）の野外焼却禁止措置を徹底する必要があることを強調して

いる。 

 

 

 

焼却施設の新設については、立場の違いがはっきりした数々の意見が出された。以下

に様々な意見を挙げるが、これは重要度の順に並べたものではない。 

 

地球のための同盟団体に属するNGOは、ごみ削減と資源再利用をもっと推進し、2020

年までに焼却ごみの量を家庭ごみとその類の20パーセントにまで削減するため、新型

焼却施設の新設と混合焼却施設（殊にセメント業界）の凍結を提案している。 

この施策に加えて、焼却施設からの電気エネルギー買い取り価格の優遇廃止（これに

は「フランス自然環境」も同意）や、受け入れ市町村に対する優遇税制の廃止を提案

している。 

 

「フランス自然環境」は、新型焼却施設新設の立案の際には、一覧の基準をクリアす

るのがふさわしいが、現在はその基準がリスト化されていないとして、新型焼却施設

の建設凍結を提案している。「フランス自然環境」は、一方、燃焼カロリーの大きい

廃棄物については、一連の処理方法の中でも焼却がもっとも適していることを認めて

おり、凍結関連の法律に示された条件を満していることを条件に、場合によっては既

存施設の一部を改修する必要があることも認めている。 

 

準法人であるロビン・フッドは、一部の廃棄場の閉鎖の必要性を強調した。しかし、

ごみ削減と資源再利用が十分に発展しない限り、閉鎖に伴い危険物を他の方法で処理

する必要性があることを説いた。また、凍結措置によって、非適合施設で混合焼却を

行うなどの不適格な行為や不法行為横行の危険性のあることも強調された。 
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地方公共団体の代表と雇用者団体は、廃棄物政策とその他の環境政策の合致を勧めて

いる。環境政策の中でも、特に、廃棄物をエネルギー源として使用する可能性を含む、

温室効果ガス削減に関する政策との合致を推奨している。これらの団体は、監視や追

跡調査、的確な協議を規定した法規制の枠内で使用されるのであれば、焼却処理（焼

却炉か代替燃料での熱処理）は、有効なエネルギー活用方法だとしている。焼却施設

の規模は実際の必要性と合致した計画の枠内で決定すべきで、規模を小さくしすぎて

施設のエネルギー生産を妨げるようなことがあってはならない。ごみ削減・資源再利

用施策がどんな結果を招こうとも、市町村ごみのうち最終処分に処する残留廃棄物量

は、公共団体の評価によると最低でも50パーセントに及ぶ。そのため、施設の改修や

改善を妨げ、焼却施設全体を再度問題化し、イメージを落とすこととなるような凍結

措置をとることはできないとしている。また、しばしば、資源再利用の進んだ国とし

て例に上げられる北欧諸国では、エネルギー活用率も高いことを強調している。 

 

準法人である地方公共団体・職業討論団体は、この凍結措置はごみ削減・資源再利用

の進展になんの影響も及ばさないとしている。 

 

国の団体のメンバーは、凍結策導入の場合、廃棄場いう、万全とはいえない最終処分

方法－特に都市の周辺部にとって－への転嫁のリスクがあることを強調している。最

終廃棄場への廃棄は処置方法として万全であるという主張を聞き流すのは、資源・有

機資源・エネルギー活用の発展にとってマイナスとなる。また、このような凍結策に

より、一部の地方では、環境配慮の観点から的確な残留廃棄物の排出先が欠乏する恐

れが増すであろう。 

 

複数のメンバーが、残留廃棄物管理には焼却施設が必要であると強調している。特に

衛生危機の際には、なおさらである。また、現在の焼却施設は、今日知られる限り、

そして現行法規制を遵守する限り、健康に被害を及ぼすことはないという事実が指摘

された（全国廃棄物評議会の意見書でも同様のことが言及されている）。とすると、

凍結措置は一般市民に逆のメッセージを送ってしまうことになるだろう。他の参加者

からは、一度焼却処理をするととりかえしがつかず、資源として再活用のできないこ

とが挙げられた。 

 

 

 

家庭ごみの埋め立て・焼却総量の削減目標は、2006 年に国によって定められた－

2010 年までに 15 パーセント及び－2015 年までに 30 パーセントである（2006 年 9

月の内閣声明）。地球のための同盟団体に属するアソシエーションは、2020 年まで

に現在 43 パーセントの家庭ごみ焼却量を 20 パーセントとする目標を提案してい

る。公共団体は 2015 年までに、市町村ごみのうち、焼却・埋め立てに処する廃棄

物の量を 50 パーセントにすることを提案している。 

 



 

41 

 

 

このような目標を定めることになった場合、フランス自然環境は、それに関連した罰

則や奨励策の検討を提案している）。 

 

 ̧ 特殊な廃棄物の処理を改善する（災害後のごみ、巨大なごみなど） 

 

災害後のごみは現在十分な注目を集めていないものの、全国レベルで事前検討をする

価値があるだろう。特に、「予知可能な」災害後のごみ、殊に植物系ごみについては、

県の廃棄物最終処分政策に組み込まれるだろう。 

 

弾薬・化学兵器廃棄物の破壊処理については、フランスでは作業不能なので、早い時

期に実施できるようにしなければならない。 

処理済木材（鉄道の枕木、電信柱など）の再使用と最終処分の問題については、現行

の法規を強化せねばならない。このために、関連企業とアソシエーションを集めた作

業グループが2008年初頭に立ち上がる。 

堆積物の環境に対する影響の再評価、殊に不変性でない堆積物の評価については、現

在の使用法を再度検討しなければならず、汚染業者の負担により、あるいは流域の協

力体制の枠内で、必要な経済的手段を施すよう検討しなければならない。 

 

まとめとして、河川・港湾・沿岸・海洋に漂流・漂着する大きなごみの量を減らすた

めの総合政策が決定されるだろう。この政策は船舶による汚染を防止するマルポール

条約や、地方の協約・合意書と合致する形で、一般市民・廃棄物管理者・海洋漁業従

事者・その他の関連事業者・海運業者を動員しなければならない。 

 

 ̧ 廃棄物処理に関する全国政策を地方に展開する際と、廃棄物処理実施の際に、

行動計画を重視する 

 

行動計画は、廃棄物処理に関連する全国政策を地方管轄に移管する際に有効な手段で

あり、また同時に、廃棄物処理にかかわる関係者の、県レベル（あるいは地方レベル）

での議論の場でもある。 

 

行動計画が有効に生かされるために、以下が提案された。 

 

- 政策、特に、一般廃棄物処理政策・危険廃棄物処理政策といった重要な政策

について、その法的効力・内容・適用範囲を明確にする。建設・公共事業の

廃棄物処理政策は、変更されるが（建設・公共事業の行動指針を参照のこと）、

これも行動計画の他の施策と連動せねばならない。 
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- 以下の方法で、実施にあたる管理手段を強化する 

 

¹ 地方監視機関の育成（関連事項を参照のこと） 

 

¹ 設備計画についての追跡調査委員会の役割強化：この委員会は、許

認可の必要な新規設備計画について、すべてが行動計画に合致して

いるかどうか意見を述べる役割を負う。なお、委員会は、政策作成

の際や、必要施設の場所決定を左右する基準の決定のみならず、処

理施設建設箇所の選択－地理的に優れた選択、そして計画前段階で

の選択－に当たるにふさわしい協議機関を定められるであろう。 

 

- 政策作成に当たり、政策実行に当たる公共団体と一般市民との協議を深め、

資源再利用とごみ削減がどんなに重要な結果を導くかを理解してもらい、将

来の計画案を受け入れてもらえるようにする。 

 

- 県同士の協議を奨励して、廃棄物の物流管理を改善し、廃棄物運搬による影

響をうまく吸収するようにする。 

 

 ̧ 長期にわたり廃棄物処理に関する一般大衆の意識向上を図る 

 

2005年10月、一般大衆に対して初めて、ごみ排出量削減という考え方について意識向

上を図るための全国規模キャンペーンが行われた。この観念は、資源再利用とは異な

るものの、それを補足するものである。キャンペーンは2007年末に終了する。このイ

ンパクトは定期的に調査され、大変よい結果が出ている。 

 

しかしながら、この観念は、長期に渡り訴えていかねばならない。消費者の習慣を深

いところから変えていかねばならないからだ。そうした理由から、大きな経済手段を

投じて、エコ消費を軸に、また今回は企業向けメッセージも含めて、早い時期に、再

度キャンペーンを繰り広げなければならない。 

 

一方、排出ごみの資源再活用に関しては、一般市民がきちんとごみ分別をするかどう

かが、資源再活用のカギを握っている。だが、組織が増えたことにより、かつて他の

ものと一緒に捨てていたごみが、今では分別回収の対象となっている。たとえば、使

用済み製品（乾電池、電化・電子器具廃棄物）を小売店に返すという考えは、消費者

の習慣としてまだ根付いておらず、再度訴える価値がある。 

 

分別行為が複雑化していることから、現在家庭排出の容器包装ごみ再利用組織と公共

団体により資金援助されている「ごみ分別大使」の基本方針を、他の家庭ごみの再利
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用組織にも広げる可能性を検討しなければならないだろう。こうした「大使」が直接

住民を訪れて情報提供することで、日常の暮らしの中でごみを削減する取り組みも訴

えられるであろう。 

 

これに並行して、零細企業でのごみの回収と選別を進めるため、これをテーマにした

意識向上キャンペーンも実施されるであろう。 

 

ごみ排出量削減と資源再利用発展の目標達成のため、一般市民が自分の排出するごみ

に対しては自分が責任者なのだと肌で感じることが欠かせない。そのためにも、この

公共サービスの管理と費用に関する十分な情報提供が重要なポイントとなる。 

 

ごみ関連公共サービスの費用と質に関する年次報告は、今後も有効な広報手段となる

であろう。しかしながら、複数の参加者が、家庭ごみ以外のごみや、施設の許容量、

ごみの処理量について提供される情報は限られ、不十分であると主張した。 

 

この年次報告のみならず、ひとりひとりの役割を理解させるような資料をもっと広げ

ることがふさわしい。環境エネルギー管理庁と国立健康予防教育研究所は、廃棄物処

理方法と様々な関係者の役割に関する総合情報を作成しなければならないだろう。 

 

 


